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市役所での手続き

■ 福祉タクシー利用券・自動車燃料費助成券の受給者

利用券等の返納手続き

手続き詳細 期　限

故人が福祉タクシー利用券・自動車燃料費助成券を受給していた場

合、利用券等の返納の手続きをしてください。

速やかに

必要なもの 手続き可能な人

□ 未使用の福祉タクシー利用券又は自動車燃料費助成券 親族等

問い合わせ先

障害福祉課

☎ 048-967-5137

その他

MEMO

7． 障がい
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■ 学童保育室利用児童と同居している

学童保育室利用事項変更の届出手続き

手続き詳細 期　限

故人が学童保育室利用児童と同居していた場合、学童保育室利用事

項変更の届出をしてください。

速やかに

必要なもの 手続き可能な人

なし 学童保育室利用児童の保護

者

問い合わせ先

青少年課

☎ 048-963-9158

その他

電子申請により届出。詳しくはご利用の学童保育室、または青少年課までお問い合わせください。

8． 子ども

■ 有効旅券を所持している

旅券返納の手続き手続き

手続き詳細 期　限

故人が有効期間中の旅券を所持している場合、返納届を提出してく

ださい。

遅滞なく

必要なもの 手続き可能な人

□ 故人の旅券

□ 死亡事実が確認できる書類（いずれか１点）

　　ア　死亡事実の確認できる戸籍（除籍）謄（抄）本（原本）又は住民票の　　

　　　　 除票の写し（原本）

　　イ　死亡診断書（死体検案書）（写しでも可）

　　ウ　埋葬（火葬）許可証（写しでも可）

□ 届出人の本人確認書類

ご遺族

問い合わせ先

越谷市パスポートセンター

越谷市弥生町１６番１号 （越

谷ツインシティ B シティ４階）

☎ 048-969-1818

その他

9． パスポート

市役所での手続き
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各種相談

各種相談
内容 日時 場所 備考 連絡先

市民相談

(一般)

【原則、電話相談】

毎週月曜～金曜日

９:00～16:30

(１２:00～13:00 除く)

市役所本庁舎3階

くらし安心課

くらし安心課

☎ 048-963-9156

市民相談

（交通事故）

【原則、電話相談】

毎週月曜・木曜日、

毎月第1・3火曜日

９:00～16:30

(１２:00～13:00 除く)

市役所本庁舎3階

くらし安心課

弁護士による

法律相談

(予約制、抽選

方式）

毎週水曜・毎月第１・3・４

金曜日

13：２０～16：20

第２金曜日

１６：００～１９：００

第１日曜日

9：00～12：00

市役所本庁舎3階

くらし安心課

【受付期間】

相談日の週（月～日）

の２週間前の月～日

曜日

【受付方法】

電子申請（受付期間

の月曜日の０：００～

日曜日の２３：５９ま

で）または電話・窓口

（受付期間の開庁日

（月～金曜日）の

８：３０～１７：１５）

で受付

定員６名

税務相談

（予約制、先着

順）

毎月第１月曜日

１０：００～15：00

(１２:00～13:00 除く)

市役所本庁舎3階

くらし安心課

相談日２週間前の

月曜日（祝日の場

合は翌日）、午前９

時から電話で受付

定員６名

登記相談
毎月第１水曜日

９：００～１２：００

市役所本庁舎3階

くらし安心課

行政書士相談

毎月第１金曜日

１０：００～15：00

(１２:00～13:00 除く)

市役所本庁舎3階

くらし安心課

行政相談
毎月第２金曜日

９：００～１２：００

市役所本庁舎3階

くらし安心課

消費生活相談

【原則、電話相

談】

毎週月曜～金曜日

９：30～1５：３０

(１２:00～13:00 除く)

市役所本庁舎3階

くらし安心課

越谷市立消費生活セン

ター

☎ 048-９６５-８８８６

こころの

健康相談

毎週月曜～金曜日

８:３０～１７:１５

市役所第三庁舎

1階
こころの健康支援室

電話相談を希望され

る場合は、直接ご連

絡ください

来所面接を希望され

る場合は、事前にお

問い合わせください

越谷市保健所

保健総務課

こころの健康支援室

☎ 048-963-9214

（越谷市役所内）

（祝日、休日、年末年始を除く）
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市庁舎全体図

市庁舎 全体図
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手続きの種類 主な手続き 該当 問い合わせ先など

軽自動車 名義変更・廃車等 □
軽自動車検査協会 埼玉事務所 春日部支所

埼玉県春日部市下大増新田115番地1

☎ ０５０－３８１６－３１１３

１２５cc超の２輪車 名義変更・廃車等 □
埼玉運輸支局春日部自動車検査登録事務所

埼玉県春日部市増戸723番地1

☎ ０５０－５５４０－２０２８

普通自動車

自動車税に関する手続き □
埼玉県自動車税事務所

埼玉県さいたま市大宮区下町三丁目8番地3

☎ ０５７０－０１２－２２９

名義変更・廃車等 □
埼玉運輸支局春日部自動車検査登録事務所

埼玉県春日部市増戸723番地1

☎ ０５０－５５４０－２０２８

生命保険
死亡保険金の請求・入院

給付金の請求等
□ 加入している生命保険会社

預貯金口座 口座凍結解除手続き □ 各金融機関　等

株式等 名義変更 □ 各証券会社　等

年金
・遺族年金等の請求

・未支給年金の請求
□

越谷年金事務所

埼玉県越谷市弥生町16番1号

越谷ツインシティBシティ3階

※詳細は９ページをご参照ください

固定電話・携帯電話 契約継承・解約 □ 各契約会社　等

インターネット 名義変更・解約 □ 各契約会社　等

ＮＨＫ受信料 名義変更・解約 □
☎ 0120-151515（フリーダイヤル）

☎ 050-3786-5003

電気・ガス料金等 名義変更・解約 □ 領収書に記載されている会社及び営業所

運転免許証 返納 □

越谷警察署

埼玉県越谷市東越谷六丁目２７番地６

（庁舎建替のため、令和７年１０月まで仮庁舎に移転）

 仮庁舎 ： 越谷市東越谷七丁目１１番地６

☎ 048-964-0110

クレジットカード 解約 □ 各契約会社

ケーブルテレビ 名義変更・解約 □ 各契約会社

不動産登記関係 土地・家屋等相続登記 □
さいたま地方法務局　越谷支局

埼玉県越谷市東越谷九丁目２番地９

☎ 048-966-1321（自動音声）

国税関係(相続税、所得

税、消費税)

相続税・所得税・消費税申

告
□

越谷税務署

越谷市赤山町五丁目７番４７号

☎ 048-965-8111（自動音声）

国債を所有していた方 記名変更・償還金受領 □ 償還金支払場所

越谷市役所以外での主な手続き一覧

越谷市役所以外での主な手続き一覧
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手続きの種類 主な手続き 該当 問い合わせ先など

相
続
手
続
き

単純承認

（全ての遺産を相続）

①相続税

②相続登記

③その他

□

①P.33　国税関係　参照

②P.3３　不動産登記関係　参照

③P.3１　市民相談（一般）　参照

限定承認

（相続財産からマイナス財

産を清算した残りを相続）

相続人全員が共同して、

限定承認の申述

（相続が発生したことを

知ってから３ヵ月以内）

□ 亡くなられた方の最後の住所地を管轄

する家庭裁判所

（参考）

さいたま家庭裁判所　越谷支部

埼玉県越谷市東越谷九丁目2番地8

☎ 048-910-0132
相続放棄

（全ての遺産を相続しない）

相続放棄の申述

（相続が発生したことを

知ってから３ヵ月以内）

□

遺
言
書
の
検
認
・
請
求
等

自筆証書遺言 検認・開封 □
さいたま家庭裁判所　越谷支部

埼玉県越谷市東越谷九丁目2番地8

☎ 048-910-0132

自筆証書遺言書保管制度
遺言書情報証明書の

交付請求
□

さいたま地方法務局　越谷支局

埼玉県越谷市東越谷九丁目2番地9

☎ 048-966-1321（自動音声）

公正証書遺言
公正証書遺言正本の

請求
□

越谷公証役場

埼玉県越谷市赤山本町2番地11

プランドール雅ビルⅡ　3階

☎ 048-962-2796

法定相続情報証明制度

（P.３５参照）

法定相続情報証明制度の

申出
□

さいたま地方法務局　越谷支局

埼玉県越谷市東越谷九丁目2番地9

☎ 048-966-1321（自動音声）

令和６年4月1日から、不動産の相続登記の申請が義務化されました。

●相続又は遺贈によって不動産を取得した相続人は、相続したことを知った日から３年以内に相続登記の申請

をしなければならなくなりました。

●正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。

●過去に発生している相続等も対象です。

　（義務化から３年以内に登記する必要があります。）

　問い合わせ　さいたま地方法務局　越谷支局　☎ 048-966-1321（自動音声）

越谷市役所以外での主な手続き一覧
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法定相続情報証明制度
あなた

の手続きを応援します！

平成29年5月29日から、全国の登記所（法務局）において、
各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしました。

　この制度を利用することで、各種相続手続きで戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります。（※１）

（※１）相続手続きで必要となる書類は、各機関で異なりますので、提出先にご照会ください。

A銀行
（預金払戻）

B銀行
（預金払戻）

登記所
（相続登記）

戸籍書類一式 法定相続情報
一覧図の写し
※無料で必要な通数
　を交付

A銀行
（預金払戻）

B銀行
（預金払戻）

登記所
（相続登記）

制度の概要

POINT

戸籍の収集や一覧
図の作成などの手
続きは専門家（※2）
に依頼することも可
能です。
（※2）弁護士、司法書士、

土地家屋調査士、
税理士、社会保険
労務士、弁理士、
海事代理士、行政
書士

①申出（法定相続人または代理人）

1.市区町村の窓口で戸除籍謄本などを収集します。

2.法定相続情報一覧図を作成します。

3.所定の申出書を記載し、１及び２の書類を添付して
登記所に申出をします。

②確認・交付（登記所）

1.登記官による確認の後、法定相続情報一覧図を
保管します。

2.認証文付き法定相続情報一覧図の写しを交付し、
戸除籍謄本などを返却します。

③利用

各種相続手続きにお使いください。

法定相続情報証明制度に関する詳しい手続きは 

法務局ホームページ 検索

法定相続情報証明制度

利用する場合利用しない場合

POINT

相続手続きがいく
つもある場合にお
勧めです。手続きが
同時に進められ、時
間短縮につながり
ます。

法定相続情報証明制度について

法定相続情報証明制度について
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空き家を相続される方へ

空き家を相続される方へ

●適切な登記について
建物や土地は、相続登記の手続きがされていなくても、相続人が適切に管理する義務があります。また、

名義が変更されていないと売買や賃貸の契約ができないため、すみやかに相続登記の手続きを行いま

しょう。

※ 2024年（令和6年）4月1日から、不動産の相続登記の申請が義務化されました。詳しくは、P.34

をご参照ください。

●空き家の適切な管理について
「空家等対策の推進に関する特別措置

法」には「所有者等の責務」として空き家

等の適切な管理に努めるよう定められて

います。空き家が原因となって、近隣や

通行者の方に被害が生じた場合、所有者

等の責任となり、賠償責任を問われるお

それがあります。問題が発生する前に、

空き家の適切な管理をお願いします。

また、空家等対策の推進に関する特別

措置法の一部を改正する法律が２０２３

年（令和５年）12月１3日に施行されまし

た。

法改正により、市から勧告を受けた管理

不全な空家は、固定資産税の住宅用地特

例（１/６等に減額）が解除されます。

●空き家の活用や流通について
建物が傷むと賃貸や売却が難しくなり、問題が長

期化することがありますので、早いうちに活用を考

えましょう。

越谷市では、空き家の賃貸や売却を希望する方

から申し込みを受けた情報を、利活用を希望す

る方に紹介する「越谷空家バンク」を設置してい

ます。また、空き家を利活用しようとする方に対

し、改修工事費用の一部を補助しています。空家

バンクへの登録や補助金の利用条件等について

は建築住宅課までお問い合わせください。

●譲渡所得の3,000万円特別控除制度について

相続した空き家または空き家を解体した後の土地を売却した場合、一定の条件を満たすことで、譲渡

所得から3,000万円の特別控除を受けることができる制度です。

空き家に関するご相談やお問い合わせ

建築住宅課　☎ ０４８－９６３－９２０５

空き家対策に関する

市ＨＰはこちら　⇒
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ご遺族メモ

名義人所在地 備考持ち分

不
動
産

支店名金融機関名 備考金額

預
貯
金

内容名称 備考保管場所等
そ
の
他
の
資
産

金額借入先 備考返済方法
借
入
金
・
ロ
ー
ン

種類・内容保険会社 備考受取人

生
命
保
険
・

損
害
保
険

種類基礎年金番号 備考受給金額

公
的
年
金

番号・記号等名称 備考受給金額

個
人
年
金
・

企
業
年
金

そ
の
他

祖母曾祖父母 祖父

父兄弟姉妹 兄弟姉妹

曾祖父母祖母 祖父

兄弟姉妹母 兄弟姉妹

故人 配偶者兄弟姉妹兄弟姉妹 兄弟姉妹

甥・姪甥・姪 甥・姪

子

孫

曾孫

子

孫

曾孫

子

孫

曾孫

子

孫

曾孫

子

孫

曾孫

子

孫

曾孫

子

孫

曾孫

…

継
承
順
位
第
一
位

…

継
承
順
位
第
二
位

…

継
承
順
位
第
三
位

ご遺族メモ/家系図（3親等内の親族） ご遺族メモ/故人の財産について
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ご遺族メモ

名義人所在地 備考持ち分

不
動
産

支店名金融機関名 備考金額

預
貯
金

内容名称 備考保管場所等
そ
の
他
の
資
産

金額借入先 備考返済方法
借
入
金
・
ロ
ー
ン

種類・内容保険会社 備考受取人

生
命
保
険
・

損
害
保
険

種類基礎年金番号 備考受給金額

公
的
年
金

番号・記号等名称 備考受給金額

個
人
年
金
・

企
業
年
金

そ
の
他

祖母曾祖父母 祖父

父兄弟姉妹 兄弟姉妹

曾祖父母祖母 祖父

兄弟姉妹母 兄弟姉妹

故人 配偶者兄弟姉妹兄弟姉妹 兄弟姉妹

甥・姪甥・姪 甥・姪

子

孫

曾孫

子

孫

曾孫

子

孫

曾孫

子

孫

曾孫

子

孫

曾孫

子

孫

曾孫

子

孫

曾孫

…

継
承
順
位
第
一
位

…

継
承
順
位
第
二
位

…

継
承
順
位
第
三
位

ご遺族メモ/家系図（3親等内の親族） ご遺族メモ/故人の財産について
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